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 名張市地籍調査業務委託共通仕様書 

 
第１章  総   則 

 
（目  的） 

第１条 本仕様書は、名張市が国土調査法に基づき実施する地籍調査事業に伴う地籍測量及び一筆

地調査等の作業に適用し、作業内容・成果品等を定めるものとする。 

 

（作業規程） 

第２条 本業務の実施にあたっては、本仕様書及び請負契約書のほか、下記関係法令等に基づくも

のとする。 

(１）国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号） 

 (２) 国土調査法施行令（昭和 27年政令第 59号） 

(３) 国土調査法施行規則（平成 22年国土交通省令第 50号） 

 (４) 地籍調査作業規程準則（昭和 32 年総理府令第 71 号） 

 (５) 同運用基準（平成 14年国土国第 590 号国土交通省土地・水資源局長通達） 

(６) 地籍図作成要領（令和 3 年 3月 2日付け国不籍第 489 号国土交通省不動産・建設経済局地籍

整備課長通知） 

(７) 地籍簿作成要領（令和 3 年 3月 31 日付け国不籍第 581 号国土交通省不動産・建設経済局地

籍整備課長通知） 

 (８) 地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成 14 年国土国第 591 号国土交通省土地・水資源局

長通知） 

(９) 同細則（平成 14年国土国第 598 号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知） 

(10) 地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例（平成 29 年国土籍第 322 号地

籍整備課長通知） 

(11) 地籍調査事業（外注）実施要領（平成 15年 4月 1日国土国第 504 号国土調査課長通知） 

(12) 名張市契約規則 

(13) 名張市個人情報保護条例 

(14) その他関係法令及び通達 

 
（作業計画） 
第３条 受注者は本業務の実施にあたり、下記の書類を作成するとともに、契約締結後７日以内に

発注者に提出し、その承諾を受けるものとする。なお、その計画を変更しようとする時も同様で

ある。 
(１) 作業実施計画 

(２) 作業工程表 

(３) 主任技術者届 



(４) 現場代理人届 

(５) 個人情報取扱責任者及び個人情報取扱業務従事者報告書 

(６) その他必要な事項 

２ 作業実施計画には、次の事項を記載するものとする。 
(１) 業務内容 

(２) 実施方針 

(３) 使用機器の種類、名称及び機械番号 

(４) 作業手順 

(５) 業務組織計画 

(６) 安全管理計画 

(７) 個人情報管理計画 

３ 測量工程にあっては、主任技術者及び現場代理人は測量法第 49 条に基づき登録をされた測量

士であることとし、作業に従事する者を含め従事者名簿を提出するものとする。なお、現場代理

人と主任技術者は原則兼ねられないものとするが、やむを得ない事由により兼ねる場合は、別途

照査技術者を置くものとする。 
 

（使用機器） 
第４条 本業務に使用する機器は、測量精度を十分保持し得るものとし、国土地理院の検定機関名

簿に登録された検定機関による検定を受けた機器を使用するものとする。なお、使用機器名を記

載した書類及び検定証明書を発注者に提出し承認を得るものとする。 
２ 発注者に承認を得る機器については、地籍調査作業規程準則運用基準別表第４に定めるものを

使用するものとし、やむを得ずそれ以外の機器を使用する場合は、発注者と協議のうえ、承諾を

得たうえで使用するものとする。 
 
（個人情報の保護） 
第５条 受注者は本業務実施にあたって、国土調査法第 36 条に基づき次の事項を厳守するものと

す 
る。 

(１) 受注者は、業務上知り得た個人情報を外に漏らしてはならない。 

(２) 業務上収集した情報を発注者の許可なく複写及び加工し、庁外に持ち出してはならない。 

２ 受注者は、業務の遂行上個人の権益を侵害することのないよう個人情報の取り扱いに留意し、名

張市個人情報保護条例（平成 15 年条例第 1 号。以下「条例」という。）第 11 条第 2 項の規定に従

い、個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざん防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な

措置を講じなければならない。 
３ 個人情報の取扱いについて、受注者は名張市情報セキュリティポリシーを遵守するものとし、別

記名張市情報セキュリティポリシーに基づく特記事項に従うものとする。 
 
（土地立入証） 
第６条 受注者は業務の実施にあたり、発注者が貸与する国土調査法第２４条第３項の規定に基づ



く土地立入証を常時携帯し、関係人の請求があればこれを呈示しなければならない。 
２ 受注者が調査のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者又は既往者にそ

の旨を通知しなければならない。 
３ 受注者は業務終了後、速やかに土地立入証を発注者に返却するものとする。 
 
（損害の補償） 
第７条 業務実施にあたり、受注者が第三者に与えた損害は、受注者の責任において補償するもの 

とする。 
２ 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、

発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなけれ

ばならない。 
 
（工程管理） 
第８条 受注者は、本業務の実施にあたり、地籍調査事業工程管理及び検査規程に従い、各工程ご

とに発注者が指定する工程管理者の指示する帳票等を提出し、点検を受けなければならない。 
２ 受注者は、現場作業日誌を作成し、進捗状況等を発注者に報告するものとする。 
３ 主任技術者は、各工程ごとの自社点検を徹底させるものとし、点検した項目には、検符を付す

ものとする。 
 
（工程検査） 

第９条 受注者は本業務の実施にあたり、地籍調査事業工程管理及び検査規程に基づき、各工程ご

とに発注者が指定する工程検査者の指示する帳票等を提出し、検査を受けなければならない。 

２ 受注者は、工程検査並びに完了検査において、過失又は粗漏に起因する誤りが判明した場合

は、速やかに再測、補測を受注者の負担において実施するものとする。 

３ 本作業は、成果品に業務完了届、納品書等を添えて提出し、検査に合格した時点をもって完了

とする。 

 

（紛争の回避） 

第 10 条 受注者は本業務実施にあたって、次の各号に掲げることに十分留意し、紛争の回避に努

めなければならない。 
(１) 交通及び保安上問題が生じる恐れがある場合は、あらかじめ所轄官公庁と十分な打ち合わせ

の上実施するものとする。 

(２) 本業務従事中は常に言動には十分注意し、無益の摩擦や紛争を起こさないよう留意する。 

(３) 本業務従事中事故が生じた場合は、所要の措置を講じるとともに事故発生の原因、経過及び

事故による被害の内容等について速やかに発注者に報告するものとする。 

 
（誤り訂正） 

第 11 条 受注者は、業務終了後であっても、国土調査法第 19条第 2項による成果の認証が終了す

るまでの間、技術的に不適当な測量、現地調査と成果品とのかい離等、成果に受注者の瑕疵と認



められる誤りがあった場合は、受注者の責任において訂正、再測量を実施しなければならない。 

 
（成果品の帰属） 

第 12 条 受注者は、成果物（第 24条各号に規定する成果物をいう。以下この条において同じ。）

が著作権法（昭和 45 年法律第 48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」と

いう。）に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権（同法第 21 条から第 28 条まで

に規定する権利をいう。）を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 

２ 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の

承諾なく自由に公表することができる。 

３ 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、すでに受注者

が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 

４ 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現の

ためにその内容を改変するときは、その改変に同意するものとする。また、発注者は、成果物が

著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができ

る。 

５ 受注者は、成果物（業務を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当するとしないと

にかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第１条第５項

の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 

６ 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第 10条第１項第

９号に規定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（同法第 12 条の２に規定するデ

ータベースを言う。）について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プ

ログラム及びデータベースを利用することができる。 

 
（契約の解除） 

第 13 条 発注者は、受注者が本仕様書に定める義務を履行しない場合は、この契約による業務の

全部又は一部を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対し

て、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 
（疑義の解決） 

第 14 条 本仕様書において疑義が生じた場合、または明記されていない事項が生じた場合は、発

注者、受注者協議の上、その決定事項に従い業務を遂行するものとする。 

 
 
 

第２章  業 務 概 要 

 

（業務の内容） 

第 15 条 本業務は、国土調査法に基づく地籍測量作業及び一筆地調査作業を地上数値法により実



施するものとする。 

 

（作業工程） 

第 16 条 地籍調査における各工程は次のとおり定義するものとし、原則としてこの順に従い進め

るものとするが、地籍調査作業規程準則（以下「作業規程」という。）に併行して行うことがで

きる旨定めのあるものについては、作業規程に基づくものとする。また、原図作成と地積測定

は、併行して進めることができるものとする。 

(１) 地籍図根三角測量（C 工程） 

 (２) 地籍図根多角測量（D工程） 

 (３) 調査図素図作成及び地元説明会（E１工程） 

 (４) 一筆地調査（E2工程：現地調査） 

 (５) 地籍細部測量（FⅠ工程：地籍細部図根測量） 

(６) 一筆地測量（FⅡ-1 工程：数値法による一筆地測量） 

 (７) 原図作成等（FⅡ-2 工程：原図作成・一覧図作成） 

 (８) 地積測定（G工程） 

 (９) 地籍図・地籍簿案作成（H1工程） 

 (10) 地籍図・地籍簿案作成（H3工程：申出による修正） 

２ 前項に規定する工程のうち本業務において実施する工程は、別途特記仕様書により定める。 

 

（地籍図根三角測量） 

第 17 条 本作業は、次の点を考慮の上実施するものとし、選点計画図については、事前に発注者

の承認を得るものとする。なお、本工程を省略する旨発注者の指示があった場合は、この限りで

ない。 

 (１) 調査区域が与点等の最外周を直線で結んだ内側になるよう努める。 

 (２) 網の構成は、GNSS を用いた方法による場合は調査区域に最も近い電子基準点３点以上を、

トータルステーションを使用する場合は設置する新点数を５で除した値に２を加えた数の基本

三角点、地籍図根三角点又は公共基準点等を与点として使用することを標準とし、与点間を努

めて直線で結び、地形等の理由でやむを得ない場合でも、極端な迂回、又は蛇行する路線は避

けるものとする。 

 (３) 本作業は、原則として GNSS を用いた方法によるものとし、セミ・ダイナミック補正を行

い、ジオイドモデルを使用する三次元網平均計算によるものとする。 

 (４) トータルステーションを使用する場合は多角測量法によるものとし、厳密網平均計算による

ものとする。 

 (５) 地籍図根三角点の選点について、発注者は、承認を行った時点で平均図に承認した旨の署名

を行うものとする。 

(６) 標石は、鉄線入コンクリート（10cm×10cm×100cm 以上）又は硬質石材を標準とし、直径２

mm 以下の中心表示及び点名を明示し、滅失、破損等の防止及び後続の測量の容易化を図るた

め、保護石、保護枡、表示板を設置するものとする。また、埋石不可能な場所においては、金

属標（φ75×90mm 以上真鍮製）を設置するものとする。なお、標石の設置方法及び材料の仕



様について、これにより難い場合は、事前に発注者と協議のうえ承認を得て決定するものとす

る。 

 (７) 節点は、指定された標石を埋設するものとする。 

 (８) 観測の制限等細部については、地籍調査作業規程準則及び同運用基準に従うものとする。  

 

（地籍図根多角測量） 

第 18 条 本作業の計画はできる限り多角網を構成するよう努め、選点計画図を作成し、事前に発

注者の承認を得るものとし、次の点を考慮の上作業するものとする。なお、本工程を省略する旨

発注者の指示があった場合は、この限りでない。 

 (１) 多角点の選点は、計画図に基づいて精度、後続作業における利用又は標石保全等を考慮し、

最も良好な位置に選点するものとする。 

(２) 測点間の距離は努めて等しくなるよう選点するものとし、地形の状況でやむを得ない場合で

あっても 10m 以下の距離は避けるものとする。 

 (３) 多角網の外周路線に属する多角点は、隣接与点を結ぶ直線から外側 50度以下の地域内に選

点することを標準とし、路線の中の夾角は、60度以上を標準とする。なお、これにより難い

場合は、発注者の指示を仰ぎ、許可を得たうえで実施するものとする。 

(４) 標石は、鉄線入コンクリート又はプラスチック杭（6cm×6cm×60cm 以上）を標準とし、重

要なものは、監督員の指示を得て保護枡等を設置するものとする。また、埋石不可能な場所に

ついては金属標（φ50×70mm 以上真鍮製）を設置するものとする。ただし、地形上の制約等

により、これにより難い場合は、発注者と協議を行うものとする。 

 (５) 本作業における距離の測定は、トータルステーションによることを標準とする。ただし、

GNSS 測量機を用いた GNSS 法等により実施する場合は、発注者の許可を得たうえで地籍調査作

業規程準則及び同運用基準に基づき行うものとする。 

 (６) トータルステーションによる場合は多角測量法によるものとし、座標及び標高は厳密網平均

計算により求めるものとし、GNSS 測量機を用いて行う場合は、ジオイドモデルを使用する三

次元網平均計算によるものとする。 

 (７) 水平角、鉛直角の観測の方法及び観測値の制限並びに距離、標高測定の方法及び測定値の制

限、計算の単位及び計算値の制限は、地籍調査作業規程準則及び同運用基準に従い実施するも

のとする。 

 

（調査図素図作成及び地元説明会） 

第 19 条 本作業は、現地調査の計画、関係機関等との調整、調査図素図作成、地元説明会を行う

ものとし、受注者は、発注者より業務に必要な資料等の提供を受けるものとする。 

 (１) 受注者は、本作業のため、主任技術者（土地家屋調査士、土地改良換地士、又は土地区画整

理士の資格を有する者、又は補償コンサルタント登録規定により管理技術者に登録された者及

び地籍主任調査員の資格を有する者で発注者が適当と認めた者）を置くものとする。 

 (２) 受注者は契約締結後速やかに、作業進行予定表を作成し、発注者に提出するものとする。 

(３) 現地調査が円滑に行えるよう、受注者は発注者とともに事前に関係機関等と十分に協議、調

整を行い、その結果を作業進行予定表に反映させるものとする。 



 (４) 調査図素図作成にあたっては、発注者が収集した法務局公図をもとに発注者と協議の上作成

するものとし、里道については赤、水路については青、二線引き畦畔については緑で着色し、

調査範囲内の各筆ごとの所有者、地目、地積を明記するものとする。 

 (５) 事前の聞き取り調査等により、法務局公図が著しく現地と相違することが判明している場

合、受注者は、発注者の指示に基づき和紙図面等を参考に、別途参考調査図を作成するものと

する。 

 (６) 地元説明会の開催にあたっては、受注者は開催日時、開催場所等発注者と十分な協議を行

い、対象区域内の地権者及び利害関係人等に対し、通知を送付するものとする。 

 (７) 地元説明会においては、受注者は発注者と協力し、説明会参加者が地籍調査の意義、必要

性、現地調査にあたっての留意事項等を十分に理解できるよう努めるものとする。 

 

（一筆地調査） 

第 20 条 本作業は、現地立会による一筆地調査の実施を行うものであり、受注者は、立会人が誘

導されたと感じることのないよう言動に特に留意し、慎重に行うものとする。 

 (１) 受注者は、契約締結後速やかに調査作業員の経歴証明書を提出するものとし、調査実施にあ

たっては発注者が発行する土地立入証を調査員に携帯させ、関係人より請求があった場合は、

これを呈示しなければならない。 

 (２) 筆ごとの調査については、分筆経過等を事前調査し、調査票持参の上、現地にて境界確認調

査を必要に応じて班編成（一班 2名以上の体制）にて実施するものとする。 

 (３) 境界確認作業にあたって、受託者は事前に立会者名簿（日程表）を作成して立会人に通知

し、地籍調査票に立会日・立会人住所及び氏名を記入の上、押印させるものとする。 

(４) 立会日程等について、受注者は発注者と事前に充分打合せを行い、効率的に作業を進めるも

のとする。 

 (５) 境界杭及び杭番号プレート（国土調査専用）は、発注者の指示する物を使用するものとし、

境界杭は、プラスチック杭（4.5×4.5×45cm）を標準とし、特段の事情がある場合は、発注者

と協議の上、プラスチック杭（4.5×4.5×60cm）も使用することができるものとする。 

(７) 地形等の事情により境界杭及び境界基準杭にプラスチック杭が使用しがたい場合は、適宜発

注者が指示する規格の金属標等を使用することができる。 

 (８) 現地調査の期間中、受注者はその調査内容を常に記録し、各調査日ごとに作業日誌を作成し

なければならない。 

 (９) 調査完了（成果品納入）後において、細部測量実施中に土地所有者等からの申出により境界

杭の位置の変更等が発生した場合には、受注者の責任において、発生日から 2日以内に再調査

の上、境界杭の埋設を行うこととする。 

 (10) 本作業全てにおいて、第三者に委任又は請け負わせてはならない。又、それに準じるような

行為をしてはならない。 

 (11) 市町村境界杭は、コンクリート杭（10cm×10cm×90cm 以上）を標準とする。なお、これに

より難い場合は別途発注者と協議の上、使用を決定するものとする。 

 

（地籍細部測量） 



第 21 条  本作業は、細部図根測量及び一筆地測量の工程とし、次の点を考慮の上、作業するもの

とする。 

 (１) 細部図根測量は、多角測量法を原則とするが、見通し障害等によりやむを得ない場合には、

トータルステーションを用いた放射法又は GNSS 測量機を用いた単店観測法にすることができ

る。 

 (２) 細部図根測量の結果に基づき細部図根点配置図を作成する。ただし、発注者が承認した場合

は地籍図根多角点網図と兼用することができる。 

 (３) 地籍図根多角測量を省略して細部図根測量を実施する場合、多角網の外周路線に属する多角

点は、隣接与点を結ぶ直線から外側 50度以下の地域内に選点することを標準とし、路線の中

の夾角は、60度以上を標準とする。なお、これにより難い場合は、発注者の指示を仰ぎ、許

可を得たうえで実施するものとする。 

 (４) 観測の制限等細部については、作業規程に準拠し、実施するものとする。 

 (５) 一筆地測量終了後は、電子計算機により各筆界点の座標値を求めた結果データに基づき、精

密自動図化機によって、地籍図仮原図を作成するものとする。 

 (６) 地籍図仮原図は紙で出力するものとし、出力後記載内容等に誤りがないか発注者の確認を受

けたのち、発注者の指示により地籍図原図を作成するものとする。 

 (７) 地籍図作成に用いる用紙は、ポリエステルベース（♯300 以上）とし、出力サイズは日本工

業規格Ａ列３番とする。 

 (８) その他作業の制限等については、地籍調査作業規程準則及び同運用基準に従い、実施するも

のとする。 

 

（地積測定） 

第 22 条 地積測定は電子計算機を使用し、現地座標法により面積を求めるものとする。 

２ 面積計算簿には、各筆ごとに関係する筆界点番号を明示し、筆界点の座標値、筆界点間の計算

辺長と方向角を併せて表示する。 

３ 単位区域を構成する各筆の面積の合計と当該単位区域の面積が等しくなることを点検するもの

とする。 

 

（地籍図・地籍簿案の作成） 

第 23 条 一筆地調査、地籍測量及び地積測定を終了したときは、地籍簿案を作成するものとす

る。 

２ 地権者の閲覧に供するため、受注者は、作成した地籍簿案の内容を反映した閲覧簿を作成する

ものとする。 

３ 地籍図複図は、事前に紙に出力したものを作成し、発注者の確認を受けたのちにポリエステル

ベース（#300 以上）で日本工業規格Ａ列３番サイズにより３部を作成するものとする。 

 

（成果品） 

第 24 条 本業務で納入する成果品は次に掲げるものを標準とし、詳細は特記仕様書によるものと

する。なお、成果品の様式等は原則として「地籍測量及び地積測定における記録及び成果の記載



例」によるものとし、これにより難い特段の事情がある場合は、監督職員の指示に従うものとす

る。 

 (１) 地籍図根三角測量（Ｃ工程） 

① 与点として使用した基準点等の成果簿写及び測量成果使用承諾書 

  ② 地籍図根三角点選点手簿 

  ③ 地籍図根三角点選点図（準則第 50 条） 

  ④ 地籍図根三角測量観測計算諸簿（観測手簿、観測記簿、計算簿並びに観測図及び平均図） 

  ⑤ 地籍図根三角点網図（準則第 52条） 

  ⑥ 地籍図根三角点成果簿（準則第 52 条） 

  ⑦ 精度管理表 

  ⑧ 測量標の設置状況写真 

    ⑨ 地籍図根三角測量総括表 

 (２) 地籍図根多角測量（Ｄ工程） 

  ① 地籍図根多角点選点図（準則第 56 条） 

  ② 地籍図根多角測量観測計算諸簿（観測手簿、観測記簿、計算簿並びに観測図及び平均図） 

  ③ 地籍図根多角点網図（準則第 58条） 

  ④ 地籍図根多角点成果簿（準則第 58 条） 

  ⑤ 精度管理表 

  ⑥ 測量標の設置状況写真 

  ⑦ 地籍図根多角測量総括表 

 (３) 一筆地調査（Ｅ１工程） 

  ① 一筆地調査図素図  4 部 

  ② 地籍調査票 

  ③ 土地調査票 

  ④ 名寄帳 

  ⑤ 登記事項要約書又は登記事項証明書写し 

  ⑥ 法務局備付公図写（地積測量図含む） 

  ⑦ その他、監督職員の指示するもの 

 (４) 一筆地調査（Ｅ２工程） 

① 地籍調査票綴 

② 地籍調査票（データ出力用） 

③ 作業日誌 

  ④ 立会処理簿（未立会土地一覧表を含む） 

  ⑤ 一筆地調査図 

  ⑥ 一筆地調査完了報告書（集計表） 

 (５) 地籍細部図根測量（ＦⅠ工程） 

  ① 細部図根点選点図 

② 細部図根測量観測計算諸簿（観測手簿、観測記簿、計算簿並びに観測図及び平均図） 

  ③ 細部図根点網図（準則第 67条） 



  ④ 細部図根点成果簿（準則第 67条） 

  ⑤ 精度管理表 

  ⑥ 地籍細部図根測量総括表 

 (６) 一筆地測量（ＦⅡ－１工程）  

  ① 一筆地測量観測計算諸簿（観測手簿、観測記簿、計算簿） 

  ② 筆界点番号図（準則第 74条） 

  ③ 筆界点成果簿（番号図区域ごとにまとめる。準則第 74条） 

  ④ 精度管理表 

 (７) 地籍図原図作成（ＦⅡ－２工程） 

  ① 地籍図一覧図（準則第 74条） 

  ② 地籍図仮原図（準則第 74条） 

  ③ 地籍図原図（準則第 74 条） 

  ④ 地籍明細図（必要な場合。準則第 75 条） 

 (８) 地積測定（Ｇ工程） 

  ① 地積測定観測計算諸簿（計算簿） 

  ② 地積測定成果簿（準則第 87条） 

  ③ 精度管理表 

  ④ 地目別筆数面積変動表等調書 

 (９) 地籍簿案の作成（Ｈ工程） 

  ① 地籍簿案（準則第 88 条）   3 部 

    ② 閲覧簿            2 部 

  ③ 地籍図原図（準則第 74 条）  1 部 

  ④ 地籍図複図（準則第 74 条）  2 部 

  ⑤ 国土調査登記情報ファイル（ＣＳＶ形式） 

 (10) その他（上記以外の提出書類） 

  ① 各工程ごとの作業工程表 

  ② 使用機器等に係る検定証明書 

  ③ 作業打合せ記録（着手時打合せ及び納品前打合せに加え、必要に応じ作成する） 

  ④ 各工程における工程検査成績表（自主点検結果を記載） 

  ⑤ 各工程における自主点検結果記録表 

  ⑥ 各工程における電子成果 

  ⑦ その他監督職員の指示するもの 

 

（電子納品） 

第 25 条 成果品の納品にあたっては、「地籍調査成果電子納品要領（平成 28 年 4 月）」及び「地

籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン（平成 28 年 4 月）」に基づき電子化するも

のとし、ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒのいずれかの媒体を使用し、１枚に格納することを標準とす

る。 

２ 電子納品に用いる媒体には、次に掲げる項目をラベルに記載し、正副２部を作成し、納品する



ものとする。 

(１) 業務名称（正又は副を明記） 

(２) 作成年月 

(３) 発注者名 

(４) 受託者名 

(５) 何枚目／総枚数 

(６) ウィルスチェックに関する情報（ウィルス対策ソフト名、ウィルス定義年月日、チェック年

月日） 

 
 

第３章  個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

 

（基本的事項） 

第 26 条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

また受注者は、個人番号を含む個人情報を取扱う業務を実施する場合には、「行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 25年法律第 27 号。以下「番

号法」という。）等関係法令を遵守するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 27 条 受注者は、条例第 11 条の 2の規定に従い、この契約による業務に関して知ることができ

た個人情報を発注者の承諾なしに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契

約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（個人情報の適正処理等） 

第 28 条 受注者は、この契約による業務を行うために利用する個人情報は、次の各号の定めると

ころにより、適正に処理及び管理を行わなければならない。 

(１) 個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、個人

情報の引渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出すること。 

(２) 個人情報の保管場所については、安全かつ厳重に格納できるよう必要な措置を講ずること。 

(３) 業務の処理に関連する施設については、入退室管理の措置を講ずるとともに、個人情報の管

理に関し安全を確保するための措置を講ずること。 

(４) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップ

の保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

(５) 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状

況を当該台帳に記録すること。 

(６) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を扱う

作業を行わせないこと。 



(７) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務

に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

 

（収集の制限） 

第 29 条 受注者は、この契約業務による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務

の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手

段により行わなければならない。 

２ 受注者は、この契約業務による事務を処理するために個人情報を収集するときは、発注者が指

示した場合を除き、本人から収集しなければならない。 

 

（再委託の禁止） 

第 30 条 受注者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発

注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。また、発注者の承諾を得

て受注者が再委託する場合には、再委託の受注者は、本特記事項に基づき必要な措置を講ずるも

のとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。 

２ 受注者は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ

次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して前項の承諾を得なければならない。 

(１) 再委託する業務の内容 

(２) 再委託先 

(３) 再委託の期間 

(４) 再委託が必要な理由 

(５) 再委託先に求める個人情報保護措置の内容 

(６) 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓約 

(７) 再委託先の監督方法 

(８) その他発注者が必要と認める事項 

３ 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を発注者

に提出しなければならない。 

(１) 再委託する業務の内容 

(２) 再委託先 

(３) 再委託の期間 

(４) 再委託先の責任体制等 

(５) 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法 

(６) その他発注者が必要と認める事項 

４ 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならな

い。 

５ 受注者は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるととも

に、受注者と再委託先との契約内容にかかわらず、発注者に対して、再委託先による個人情報の

処理及びその結果について責任を負うものとする。 

６ 受注者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応



じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 

 

（複写及び複製の禁止） 

第 31 条 受注者は、この契約による業務に係る一切の個人情報を、発注者の許可なく複写・複製

してはならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第 32 条 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場

合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる

個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わな

ければならない。 

２ 受注者は、発注者と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な

限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 

 

（持出しの禁止等） 

第 33 条 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出し

てはならない。 

２ 個人情報を、前項の規定による発注者の指定に基づき電子データで持ち出す場合は、電子デー

タの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。 

 

（目的外利用等の禁止） 

第 34 条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のた

めに利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（個人情報の返還、廃棄又は消去） 

第 35 条 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自らが収

集し、若しくは作成した個人情報について、業務完了後、発注者の指示に基づいて個人情報を返

還、廃棄又は消去しなければならない。 

２ 受注者は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判

読、復元できないように確実な方法で廃棄するものとし、パソコン等に記録された前項の個人情

報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判

読、復元できないように確実に消去しなければならない。 

３ 受注者は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃棄

又は消去の内容を記録し、書面により発注者に報告しなければならない。 

４ 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければ

ならない。 

 

（点検の実施） 

第 36 条 受注者は、発注者から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人



情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに発注者に報告しなければならない。 

 

（検査及び立入調査） 

第 37 条 発注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき

必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先等に対して検

査を行うことができる。 

２ 発注者は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受注者

に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の執行に関して必要な指示をすることがで

きる。 

 

（責任体制の整備） 

第 38 条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を

維持しなければならない。 

 

（作業場所等の特定） 

第 39 条 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下、「作業場所」という。）とその移送方法を定

め、書面により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなけれ

ばならない。 

３ 受注者は、発注者の業務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報取扱責任者及び作業従事

者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならな

い。 

 

（監督及び教育の実施） 

第 40 条 受注者は、この契約による業務の適切な履行について、業務に従事している者を管理・

監督しなければならない。 

２ 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その

業務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的

に使用してはならないこと、条例第 11 条、第 11条の 2及び番号法に定める罰則規定並びに本特

記事項において従事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項

について、教育及び研修をしなければならない。 

 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第 41 条 受注者は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に

行わせる場合は、正社員以外の労働者に本特記事項に定める一切の義務を遵守させなければなら

ない。 

２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について

責任を負うものとする。 
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9
本業務においては、主任技術者及び現場代理人は、土地家屋調査士法第8条に基づき登録をされた土地家屋調査士であること。
そ の 他

一筆地調査

箕曲Ⅱ地区一筆地調査

その他、監督職員の指示するもの

工程調整 他業務との工程調整を要しない

地籍簿案の作成（Ｈ工程）
地籍簿案　　　　　３部

地籍図原図　　　　１部

地籍図複図　　　　２部

国土調査登記情報ファイル（ＣＳＶ形式）

閲覧簿　　　　　　２部

地積測定
地籍測定計算諸簿

地積測定成果簿

精度管理表

地目別筆数面積変動表等調書

原図作成等（ＦⅡ-2工程）

業務委託

契約締結日 R7.3.21

一筆地測量（ＦⅡ-1工程）

特 記 仕 様 書

右業務との工程調整を要する 箕曲Ⅱ地区地籍測量業務委託

業 務 量 0.21

外部検定 本業務委託において第三者機関による測量成果検定を受ける作業工程は下記のとおりとする。

地籍図根三角測量(Ｃ工程) 地籍細部図根測量(ＦⅠ測量)

地籍図根多角測量(Ｄ工程) 一筆地測量(ＦⅡ-1工程)

名張市 瀬古口、箕曲中村

地籍細部図根測量（ＦⅠ工程）
細部図根点選点図

地籍調査票綴

地籍調査票（データ出力用）

作業日誌

立会処理簿

一筆地調査図

一筆地調査（Ｅ２工程）

一筆地調査図素図　　４部

地籍図根三角測量(Ｃ工程)

作業工程表

作業打合せ記録

使用機器等に係る検定証明書

各工程における点検結果記録表及び成績表

各工程における電子成果

その他監督員の指示するもの

共　　通

一筆地測量計算書簿

筆界点番号図

筆界点成果簿

精度管理表

地籍明細図（必要な場合）

地籍図原図

地籍図一覧図

地籍図根測量計算諸簿

数値図根点配置図

数値図根点成果簿

精度管理表及び細部図根点網図

地籍細部図根測量総括表

地籍調査票

名寄帳

登記事項要約書又は登記事項証明書写し

土地調査票

法務局公図写（地積測量図含む）

その他、監督職員の指示するもの

測量標の設置状況写真

一筆地調査（Ｅ１工程）

地籍図根多角点選点図

地籍図根多角測量観測計算諸簿

地籍図根多角点網図

地籍図根多角点成果簿

精度管理表及び地籍図根多角点網図

地籍図根多角測量総括表

地籍図根多角測量(Ｄ工程)

測量標の設置状況写真

与点として使用した基準点等の成果簿写及び測量成果
使用承諾書

地籍図根三角点選点手簿

地籍図根三角点選点図

地籍図根三角測量観測計算諸簿

地籍図根三角点網図

地籍図根三角点成果簿

精度管理表及び地籍図根三角点網図

地籍図根三角測量総括表

地　籍　調　査　業　務　

成 果 品 共通仕様書に掲げる成果品のうち、本業務委託で納入する成果品は下記のとおりとする。

本業務委託は、契約図書に基づき、下記に示す図書（以下「共通仕様書」という。）の他、この特記仕様によ
るものとする。

この特記仕様書と共通仕様書、契約図書の記載内容に差異があった場合の優先順位は下記の通りとする。

１．特記仕様書 ２．契約図書 ３．共通仕様書

名張市契約規則 名張市地籍調査業務委託共通仕様書 名張市情報ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ特記仕様書

業務概要 本業務の概要は、以下のとおりとする。

業務の名称 施行場所

適用図書
施行期間

土地家屋調査士 作業員

地籍図・地籍簿案作成(Ｈ1工程)

地籍図・地籍簿案作成(Ｈ3工程：申出による修正)

施行体制 本業務委託の実施に当たり、現地調査を行う際に必要な実施体制は、以下のとおりとする。

班編成
班体制 1班あたり

実施工程 本業務委託における作業工程は、下記のとおりとする。なお、各工程の内容は共通仕様書による。

優先順位

一筆地測量(ＦⅡ-1工程：数値法による一筆地測量)地籍図根三角測量(Ｃ工程)

地籍図根多角測量(Ｄ工程)

一筆地調査(Ｅ２：一筆地立会)

地籍細部測量(ＦⅠ工程：地籍細部図根測量)

原図作成等(ＦⅡ-2工程：原図作成・一覧図作成)

地積測定(Ｇ工程)一筆地調査(Ｅ１工程： 調査図素図作成・説明会開催）



様式-001

地籍調査事業費算定簿（Ａ－１）「地 上 法」 ２０２４年度 消費税 10%

計画区 一筆平均  1/250 1/500 1/1,000 1/2,500 1/5,000 ☆

総筆数 面   積 ○

     筆 ㎡ 甲　１ 甲　２ 甲　３ 乙　１ 乙　２ 乙　３ 0   倍

 ○ Ⅳ

平  坦 緩  傾 中  傾 急  １ 急  ２ 急  峻

    筆 ㎡ ○

農  Ⅰ 農  Ⅱ 山  Ⅱ 山　Ⅰ 市  Ⅰ 市  Ⅱ 大  Ⅰ 大  Ⅱ

 ○

工程実施 換算面積 換算面積

面    積 四捨五入 未計上

α β 狭  γ 状  δ ε Y (K㎡) 小数2位 小数5位

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 3.10 1.00 3.1 0.210 0.65 4,400,229 0.07 0.03

 

 

 

 

（枚）

 換算面積 0.03  

K㎡

現況
 

復元
 

円 円  

7,172,000  

直
営
工
程

旅費
 

安全費
 

需用費
（材料費）  E工程:0、H工程:0

需用費
（消耗品費等）  E工程:0、H工程:0

1,906

0.460  K㎡
調査前(E,H)

精    度 整形 不整形

1,906 241

241 視通条件

20242420801 箕曲Ⅱ地区一筆地調査業務委託

計画区着手

年　　　度

2024年度

市区町村名

地籍調査事業一般（外注） 三重県 名張市

計画区から距離  

計画区コード 計  画  区  名  計画区面積  区分 縮    尺 筆の形状

事業の種類 都道府県名

傾斜条件 ○

調査後(F,G)

Ｃ
 

谷地田
 連 乗 計 変化率

直接経費（切捨・円単位） 特    記    事    項

委託工程
(特記係数事の内容)

直営工程
換算

面積率
 工程略称

傾斜度 視  通 筆の広 筆の形 精  度 基準金額(円）
(1K㎡当り)

ＦⅠ
 

 

Ｄ
 

ＦⅡ-2
 

ＦⅡ-1
 

 

Ｇ
 

Ｅ２
2,860,148

図面等調査
 

Ｈ

Ｈ１
 

Ｅ

Ｅ
 

Ｈ３
 

賃金等

諸経費
上段： 率
下段：金額

73.5%

2,765,205

※直接経費+諸経費

消費税相当額
※6,520,000

652,000

 

委
託
工
程

旅費
5,172

打合せ費
101,700

その他作業工程
 

 

使用料及び賃借料
 

報償費

備品費

（  計   画   区   合   計  ）　

使用料及び賃借料
 

精度管理費

成果検定費
消費税相当額

 

 

主任技師1、技師1、技師補0

73.5%

2,765,205

直接経費+諸経費

※一万円未満切捨て

着手時、最終

(周長)2／面積：周長 ＝ 0

複図費
 

Ｈ２
 

 

材料費
795,164

Ｅ１



地籍調査事業一般（外注）

Ｅ２工程　工程基準額（円／㎢）

地区コード 20242420801
地区名 箕曲Ⅱ地区一筆地調査業務委託

縮尺 １／５００
標準作業量 1,000筆（調査前）

１．直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考
測量技師 5.9 43.1 49.0 人 47,100 2,307,900
測量技師補 5.9 43.1 49.0 人 36,900 1,808,100
測量助手 2.4 0.0 2.4 人 34,600 83,040

0
0

4,199,040 ①

２．需用費（材料費） 品名 数量 単位 単価 金額 備考
所要材料費 プラスチック杭（筆界杭） 7700.0 本 304 2,340,800

アルミナンバープレート＋止釘 7700.0 枚 20 154,000

2,494,800 ②
雑品費 所用材料費の（計） 0.5 ％ 2,494,800 12,474 ③

2,507,274 ④＝②+③

３．需用費（消耗品費等） 数量 単位 単価 金額 備考
消耗品費等 直接作業費（①＋④） 3.0 ％ 6,706,314 201,189

201,189 ⑤

４．安全費 数量 単位 単価 金額 備考
安全費 直接作業費（①＋④）×安全費率 0.0 ％ 6,706,314 0

0 ⑥

５．工程別基準額 金額 備考
工程別基準額 （合計）（①+⑤+⑥） 4,400,229

※上記２、需用費（材料費）は、需用費（消耗品費等）及び安全費を算出するための費用で、工程別基準額には含めません。
算定簿AのE工程の材料費は、下記の内容で、基準額とは別に出力されます。

筆界点等材料費
需用費（材料費） 品名 数量 単位 単価 金額 備考
所要材料費 プラスチック杭（筆界杭） 2442.0 本 304 742,368

アルミナンバープレート＋止釘 2442.0 枚 20 48,840

791,208
雑品費 所用材料費の（計） 0.5 ％ 791,208 3,956

795,164

4.5×4.5×45㎝
28φ＋26㎜

（計）

材料費 合計

規格

（小　　計）

4.5×4.5×45㎝
28φ＋26㎜

調査地域（農地・林地）
(基本調査(都市部)の成果を活用した地籍調査)
無し：筆界標示杭の設置
無し：市町村境界調査
無し：代位登記の申請

（小　　計）

（計）

（小　 計）

（小　　計）

規格


